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は じめに

放射線による健康影響に関する有識者会議 (以下、本会議という)は 、東京電力福島第一

原子力発電所事故に伴 う放射線問題に関し、栃木県民の健康不安を払拭することを目的とし

て平成 23年 10月に設置された。

本会議は、これまでに実施されてきた放射性物質の各種のモニタリングやスクリーエング

検査、対策等の状況を踏まえ、栃木県における放射線被ばくによる健康影響について検討す

るとともに、県に対して 「被ばく状況の可視化」や 「県民との意見交換」等を提案してきた。

今般、被ばく状況の可視化に関する調査が全て終了したことを受け、ここに栃木県におけ

る放射線による健康影響に関する現段階の評価と今後の対応について本会議の見解をまとめ

る。

2  栃 木県民の被ばくの状況について

2-1  有 識者会議の当初の見解

第 1回会議 (平成 23年 10月 29日 )で は、栃木県内各地の空間線量率や降下物量、上壌、

水道水や農産物等に含まれる放射性物質の測定結果といつたデータを基に、栃木県民の被ば

く状況について検討 した。本会議は環境放射能水準調査等の結果や農産物等に対する検査体

制の整備状況、暫定規制値を超える飲食物に対する規制等が事故直後から取られていたこと

等を確認 し、栃木県における被ばくは低く抑えられているであろうと推祭した。

第 2回 会議 (平成 23年 12月 23日 )で は、放射性物質の七壌沈着量やダス トサンプリン

グ等の結果を加味した世界版緊急時放射能影響予測ネットワークシステム (WSPEEDI)に

よるシミュレーション結果等を基に、被ばく状況について更に検討 した。WSPEEDIに よっ

て示された 「放射性 ヨウ素による内部被ばくは、幼児 (1歳未満)の 甲状腺等価線量として 5

ミリシーベル ト未満」とい う結果は妥当なものと考え、甲状腺がんのリスクを懸念する被ば

く状況ではないと評価 した。

更に、放射性雲 (プルーム)の 動きや気象条件と県内の様々な環境モニタリングの結果を

総合的に勘案した結果、栃木県民の主な被ばく経路は地表面からの外部被ばくであろうと結

論づけた。また、空間線量率の推移などを基に、初年度の外部被ばく線量はおおむね 5ミ リ

シーベル ト以下に収まるt)のと推測 した。飲食物からの内部被ばくについては、既述のとお

り低く抑えられているものと推測した。

本会議は以上のような議論を踏まえ、第 2回 会議において「栃木県民の被ばくについては、

健康に大きな影響を与える状況ではない」と評価 した。またこの評価に基づき 「血液検査等

臨床的な検査を含めた健康調査は必要ないJと 判断 した。その上で、次のとお り子どもたち

の被ばく線量を可視化するための調査 (県民の放射線被ばく線量を把握するための調査)を

実施するよう提案 した。



2-2  県 民の放射線被ばく線量を把握するための調査

本会議は、福島原発事故に起因する放射線被ばくに対する県民の健康不安を軽減するため

には、本会議の評価を裏付けるための科学的な調査を行うことによつて、実際の被ばく状況

を目に見える形で示し、情報の共有を図ることが重要と考えた。

この 「県民の放射線被ばく線量を把握するための調査」は、事故により環境中に放出され

た放射性物質で汚染された食物を摂取することなどで生じる内部被ばくに関する調査として

①学校等の給食調査 (陰膳方式)、②ホールボディカウンターによる測定と、居住環境の地表

などに沈着した放射性物質からの外部被ばくに関する調査として①個人線量計による幼保小

中学生の被ばく線量測定、②空間線量率からの被ばく線量推計の 4項 目からなる。以 下にそ

の概要を示す。

2-2-1  内 部被ばく調査

① 学 校等の給食調査 (陰膳方式)

ア 方 法

この調査は、暫定規制値の下で流通している食材を使用 した給食に含まれる放射性物質

の量 (濃度)を 調べるものである。調査対象として、汚染状況重点調査地域 (8市 町)及

びその他の地域 (2市町)に ある給食施設で調理された給食を選定 した。

施設ごとに 5日 分の給食をまとめてミキサーにかけ、ポタージュ状にした検体を2リ ッ

トル採 り、グルマニウム半導体検出器付放射能測定装置で放射線量とエネルギー値を測定

した。測定結果を基にカリウム 40、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137の濃度 (べ

クレル/kg)を計算した。

調査期間は平成 24年 1月 30日 から3月 1日 まで、各地域から合わせて 60検 体を収集

した。使用 した測定機器はセイコー ・イージーアン ドジー社の SEG‐EMSで 、測定時間を

2時 間に設定した。

イ 結 果

カ リウム 40は 全ての検体で検出され、濃度は 28～60ベ クレル/kgだった。ヨウ素 131

は全ての検体で検出下限値以下だつた。セシウム 134、セシウム 137はそれぞれ 7検 体 (最

大値 0.77ベクレル/kg)、5検 体 (最大値 0.63ベクレル/kg)で検出されたが、実効線量と

してはカリウム 40の 10数分の 1以下であつた (10ページ、表 1及び表 2)。

② ホ ールボディカウンターによる測定

ア 方 法

汚染状況重点調査地域に指定されている那須塩原市の金沢小学校区に住む 0歳 から 15

歳までの了ハどもを対象とした。この学校区は、平成 23年 5月 に県が実施 した 「教育機関等

における放射線量調査」において、空間線量率が小学校区の中で最も高い値となっていた。
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独立行政法人 日本原子力開発機構東海研究開発センター核燃料サイクルエ学研究所 (茨

城県東海村)の 協力を得て、ホールボデ ィカウンター (全身カウンター)に より体内に取

り込 まれている放射性セシウムの量を測定 した。o歳 か ら 3歳 の 了ヽどもについては、その

保護者を測定 した。米国キャンベラ社の FASTSCANを 使用 し、福島県民の調査で用いら

れているものと同 じ日常的な摂取シナ リオに基づき、預託実効線 曇1を計算 した。検出限界

値はセシウム 134で 270ベ クレル、セシウム 137で 300ベ クレルである (測定時間 2分

問)。検査は平成 24年 3月 10日 ～11日 に実施 した。

イ 結 果

対象者 94名 の うち、75名 から同意が得 られた (同意割合 79.8°/。)。この うち、4名 は風

邪等の体調不良により参加できず、実際に検査を受けた測定者は 71名 (うち保護者 14名 )

だった (11ページ、表 3)c測 定結果は、全員がセシウム 134、セシウム 137と もに検出限

界値未満であ り (11ページ、表 4)、預託実効線量は 1ミ リシーベル ト未満 と推定された

(11ページ、参考 1)。

③ 内 部被ばく調査のまとめ

暫定規制値の下で市場に流通 している食材を使用した給食に含まれている放射性物質は、

極めて微量であることが確認できた。また、体内に取 り込まれている放射性セシウムは検

出限界値未満であつたことから、事故後から調査時点までに食事を通 して摂取 した放射性

物質は、本会議が推測したとお り、極めて微量であることが確認できた。

2-2-2  外 部被ばく調査

① 個 人線量計による幼保小中学生の被ばく線量測定

ア 方 法

汚染状況重点調査地域 (8市町)及 びその他の地域 (2市町)に ある幼稚園、保育所、小

中学校年に通 う子どもを対象に外部被ばく線量を測定した。

平成 23年 5月 に県が実施 した 「教育機関等における放射線量調査」結果を基に、汚染状

況重点調査地域については空間線量率が高い施設、その他の地域については低い施設を調

査対象施設に選定した。調査対象とした子ども約 3,700名のうち、文書で同意が得られた

3,099名 (同意割合 83.80/0)の子どもに個人線量計を 2か 月間携帯 してく)らい、累積の外

部被ばく線量を測定した。測定値から自然放射線量として 0.09ミ リシーベル ト(2か月分)

を差し引いたものを、追加外部被ばく線量として評価した。

調査は平成 24年 1月 末から 3月 末にかけて実施 し、演J定に株式会社千代田テクノルの

MS型 個人線量計を用いた。

1体内に取 り込んだ放射性物質によつて、生涯にわた り受ける内部被ばく線量の合計。
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イ 結 果

個人線量計を配付 した 3,099名のうち 3,054名の子ども(回収割合 98.50/0)については、

回収期間内に返却され、測定結果が得られた (12ページ、表 5)。

追加外部被ばく線量の分布は0。1ミ リシーベル ト未満 (測定下限値未満)が 45。30/0、0。1

ミ リシ‐一ベル トが 42.80/0、 0。2 ミ リシ 一ヽベル トが 10.5°/0、 0.3 ミ リシーー/ミル トが 1.30/0、 0。4

ミリシーベル トが 0,1°/。だった (12ページ、表 6)。このうち汚染状況重点調査地域以外の

2市 町では全員が 0。1ミ リシーベル ト以下で、汚染状況重点調査地域でも 85。30/0の子ども

が 0.1ミ リシーベル ト以下だつた。空間線量率が相対的に高い地域においては、lEl人線量

計による実測値も高い傾向にあつた。

また、個人線量計による実演J値と、文部科学省で採用している生活パターン2を用いて空

間線量率から推計 した積算線量推計値を比較した (13ページ、表 7)。表土処理が行われて

いない施設では、個人線量計による実測値は積算線量推計値 とほぼ同じか、それよりも低

い値であった。
一方、表土処理が行われている施設では、個人線量計による実測値が積算

線量推計値を超える対象者が存在 したが、施設近辺で測定されている空間線量率まで広げ

て検討すると、個人線量計による実沢J値は施設近辺の空間線量率に基づく積算線量推計値

以下にとどまることが確認された。

② 空 間線量率を用いた過去の積算線量推計

ア 方 法

栃木県が設置したモニタリングポス ト及びサーベイメータの時系列データを基に、事故

直後から 1年 間の空間線量率の推移を確認するとともに、空間線量率を基に事故後 1年 間

の積算線量を推計 した。積算線量推計値の計算には、文部科学省で採用している生活パタ

ーンを用いた。また、推定精度を向上させるため、栃木県以外の機関が測定したデータも

可能な限り補完的に利用することとした。

イ 結 果

栃木県が有するデータのうち空間線量率の事故後の頂値を捉えられたものは、栃木県保

健環境センター及び那須町役場の 2箇 所であつた。また、市町や大学等で測定したデータ

について得られたものは、宇都宮市と大田原市の 2箇 所3でぁった。事故初期に関するデー

タが限られているため、これら4つ のデータを県北部及び県央部それぞれの平均的な値と

みなした①

空間線量率の推移を図示すると、14ページの図 1及び 15ページの図2の ようになった。

また、文部科学省で採用している生活パターンに基づき推計した事故後 1年 間の積算線量

推計値 (自然放射線を含む)は 、県央部で 0.3～0。6ミ リシーベル ト、県北部で 1.6～2.0ミ

2屋外活動 8時 間、屋内活動 16時 間、木造家屋による遮へい 600/0。
3宇都宮市 (宇都宮大学農学部構内)の データについて宇都宮大学バイオサイエンス教育研究

センター 夏 秋知英教授から、大田原市 (国際医療福祉大学構内)の データについて国際医

療福祉大学放射線 ・情報科学分野 山 本智朗准教授か ら提供を受けた (14～15ペ ージ、図 1

及び図 2)。
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リシーベル トだった (15ページ、表 8)。

③ 外 部被ばく調査のまとめ

今後 1年 間における追加被ばく線量は、個人線量計の調査結果から推測できる範囲で 3

ミリシーベル ト以下であつた。また、県央部及び県北部における事故後 1年 間の外部被ば

く線量推計値は、それぞれ 0.6ミ リシーベル ト、2.0ミ リシーベル トであった。この推計

値は限られたデータを基に特定の 2地 点について推計した値であるが、個人線量計による

実測値は空間線量率を基にした積算線量推計値よりも小さい傾向にあることを踏まえる

と、生活環境下における事故後 1年間の追加被ばく線量は、県内の多くの地域で概ね 5ミ

リシーベル ト程度までに収まるであろうと推祭した。

なお、空間線量率に基づく外部被ばく線量推計は、今後の被ばく線量を把握するために

有効な方法と考えられる。

3 総 合評価

3-1 被 ばく状況のまとめ

「県民の放射線被ばく線量を把握するための調査」によつて、事故発生後からこれまでの

期間の県民の内部被ばくが極めて少ないことが確認できた。また、平成 24年 4月 から食品に

含まれる放射性セシウムの新基準値が施行されたことで、より厳 しい管理が行われている。

さらに、放射性セシウムの放射能は時間の経過とともに減衰していくことから、内部被ばく

は今後さらに少なくなるものと予想される。

放射性 ヨウ索による子どもの甲状腺内部被ばく (等価線量)は 、WSPEEDIの シミュレー

ション結果から、栃木県全域で 5ミ リシーベル ト未満と推計されている。 しかしながら、こ

れは 3月 15日 から23日 まで 24時 間屋外に居続けたと仮定した場合の推計値であり、屋内

に滞在することによる遮へいを考慮 していない。実際の被ばく線量は更に低い値になるもの

と考えられる。

事故後 1年 間の積算線量推計値は、県北部の 1地点について 2ミ リシーベル ト程度であっ

た。 しかし、生活環境や生活パターンの違いにより実際の外部被ばく線量に個人PHE差が生じ

得ることを勘案しても、県内の多くの地域で 1年間の被ばく線量は 5ミ リシーベル ト程度ま

でに収まるであろうと推察される。また、得られた結果から考えられる範囲で、今後 1年 間

の追加外部被ばく線量は年間 3ミ リシーベル ト以下であつた。

世界の平均的な自然出来の被ばく線量は年間 2.4ミリシーベル トであり、年間 1～10ミ リ

シーベル ト程度の範囲に分布 している (16ページ、参考 2)。栃木県民の事故後からこれまで

の積算被ばく線量は、事故以前の日常生活において受けていた被ばく (日本平均で年間 1.5

ミリシーベル ト)を 含めても、この範囲に収まることが確認された。
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3-2 低 線量被ばくによる健康影響

一般に 100～200ミ リシーベル ト以下の低線量被ばくでは、発がんのリスクが手たる問題

とされる。がん以外の疾患のリスクは 500ミ リシーベル ト以上の被ばくにより生 じるとされ

てお り、今回の福島原発事故でそれほどの被ばくを受けた人はいないと考えられる。

放射線の健康影響に関して国際的に評価されているものは、広島 ・長崎の原爆被爆者疫学

調査のデータである。100ミ リシーベル ト以上の被ばくにより発がんリスクが有意に高まる

という知見は、このデータに基づく。平成 23年 11月から 12月 にかけて政府の放射性物質

汚染対策顧問会議に設置された 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」

のみならず、国連科学委員会4、世界保健機関5や国際原子力機関6等の国際機関もこのデータ

をリスク評価に用いている。

100ミ ツシーベル ト未満の被ばくの影響について、定量的に評価ができないということは

広く知られた事実である。 しかし、100ミ リシーベル ト以下でも直線的にリスクが低 下する

とい う直線 しきい値なしモデル7を採用すると、5ミ リシーベル トで急性被ばくした場合のが

ん死亡リスクは 100ミ リシーベル トの被ばくによる生涯 リスクの 1/20として計算されるのこ

れを原爆被lk■者疫学調査のデータに当てはめて考えると、例えば、10歳男児の生涯がん死亡

リスク300/0が30.10/0に増加する程度である。また、総被ばく線量が同じ場合、長期被ばくの

方が短期被ばくよりもその影響は小さいとされている (線量率効果)。福島原発事故による栃

木県を含む福島県周辺における被ばくはこうした長期にわたる低線量被ばくの典型例である。

低線量被ばくの健康影響を正確に定量化することは困難であるが、年間 1～数 ミリシーベ

ル ト程度の被ばくの発がんリスクは、個人が持っている喫煙や肥満、野菜不足等によるリス

クよりも小さいと考えられている。8ま た、事故後の年間被ばく線量は、世界の人々が日々

暮らしている被ばく線量の範囲内にあるが、自然放射線が高い地域においてもがん死亡や遺

伝病等の増加は見られていない。

3-3 総 合評価

3-1に まとめたこれまでに明らかになった栃木県内の被ばくの状況、及び 3-2に まと

めた現時点における低線量被ばくの健康影響に関する科学的知見を踏まえると、本会議とし

ては、栃木県内は将来にわたって健康影響が懸念されるような被ばく状況にないと評価する。

今後、放射性物質の新たな放出といった事態等が起こらない限り、今回のように県が主体と

なって行つた 「県民の放射線被ばく線量を把握するための調査」を継続 して実施する必要性

4国連科学委員会 :U n i t e d  N a t i o n s  S c i e n t i n c  c o m m i t t e e  o n  t h e  E t t c t s  O f A t O m i c  R a d i a t i O n

(UNSCEAR)
5世界保健機関 t World Health OrganizatiOn(WB10)
6世界原子力機関 :Inter n a t i o n a l  A t O m i c  E n e r t t  A g e n c y ( I A E A )
7直線 しきい値な しモデル :liner  n O n‐thres h 0 1 d ( L N T )モ デル
8低線量被ばくの リスク管理に関するワーキンググループ 報 告書 (p.8‐10)
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は認められない。 し かし、野菜や魚介類等季節性のある食材や、これまで気付かれていなか

った被ばく源が存在する可能性があることも想定しつつ、国や都道府県、市町村等が実施す

る調査結果を引き続き注視 していく必要がある。

また、低線量被ばくの健康影響に関する知見は今後新たに蓄積され、新たな学説が認めら

れていく可能性がある。 したがつて、将来にわたり、継続 して新たな科学的知見に関する情

報を収集 し、評価を行 うことが重要である。

4  県 への提言

4-1  基 本的考え方

前述のとお り、本会議は県内の被ばく状況や現時点での科学的知見を踏まえ、「栃木県内は

将来にわたって健康影響が懸念されるような被ばく状況にない」と評価 し、また、「今後、臨

床的な検査を含む健康調査等は必要ないちと判断した。 しかし、今後、長期間にわたる低線

量被ばくの健康影響に関する知見が集積することで、新たな国際的な科学的合意がなされる

ことモ)考えられる。引き続いて最新の情報について専門的な評価ができる体制を維持するこ

とも重要である。

また、本会議では、環境や流通食品、自家栽培品の測定等の放射線被ばくの実態の可視化

が、不安の軽減に有効であることを述べてきた。今後も引き続いて、県民自らが自分に関わ

るリスクを客観的に受け止め、何を基準に判断し、いかに行動するかを考えることができる

ように、様々な情報提供をすることが重要である。

なお、放射線被ばくを低減するための手法について様々な情報が流れる中で、不確かな健

康食品の摂取による健康被害が″芭ヽ配されるケースや、効果が定かでない放射線対策機器など

も見られるため、日々の生活の上で留意すべき点についても県民向けに情報提供 していく必

要がある。
一方で、公衆衛生学的観点からは、放射線に対する感受性が高い遺伝的背景をもつた少数

の人々が存在 し得ることや子どもは放射線に対して感受性が高いとされていること等を考慮

すると、今後も追加被ばく線量を少しでも低減 していく取組は推進されるべきである。具体

的な対策は除染であるが、これは全体として受ける被ばく線量を下げることを目的としてい

る。除染実施区域の指定に当たっては、その地域の追加被ばく線量が年間 1ミ リシーベル ト

以 11となることが要件になっている。 しかし、前述のとお り、年間 1～数 ミリシーベル トと

いう低線量被ばくは健康影響を懸念するレベルではない。「年間 1ミ リシーベル ト」という除

染の指標が、健康影響の有無を表す境 目ではないことを改めて付言しておく。



4-2  取 組の方向

① 身 の周 りの放射線量の可視化の継続

現在、本県においては、各市町に設置したモニタリングポス ト29か 所による空間線量率

の測定、各市町に対する放射線測定器の貸 し出し、消費生活センターにおける食材の演J定、

給食の調査等の取組を実施 している。また、いくつかの市町においても独自に放射線測定

器貸出サービス、食材等の沢J定、給食の調査等を実施 している。

今回本会議が県に求めた調査を改めて今後も続ける必要はないが、従来から行つている

環境放射能水準調査及び食品モニタリング等による放射線量の可視化の継続が今後も重

要である。

なお、それらの結果公表を今後()継続 し、県民の間での共有を図ることを忘れてはなら

ない。

② 個 人がリスクを判断するための知見の提供とリスクコミュニケーションの継続

個人が自らの直面しているリスクを客観的に判断できるようにするため、前述のデータ

とともに放射線の健康影響に関する国際的に合意された科学的知見等に関連する正確な

情報を県民に分か りやすく提供することが老、要である。さらに、今後も専門家との意見交

換の場を確保するなど、継続的なリスクコミュニケーションを実施することにより、県民

が客観的に自らのリスクを考える機会を提供することが必要である。

また、放射線に対する不安を抱いている人へのケアに留意 しながら、健康影響が懸念さ

れる状況にはないとい うことをしつかりと伝えていくことが重要である。そのためには、

県民が日頃の生活の中で留意すべき情報をパンフレットやホームページを通 じて公開 し

ていく取組 も有効と考えられる。

③ 放 射線被ばく低減対策

汚染状況重点調査地域に指定された市町においては、除染実施計画に基づく除染を進め

ているところである。今後、除染実施計画の進捗状況などの情報が適切に公表されるとと

もに放射線被ばくの着実な低減に向け、除染等の対策が効果的に推進されるよう、引き続

き市町や関係者と連携することが重要である。

本会議は、除染手法や除染時の放射線防護手法等、福島県で得られた知見を県内へ普及

させる場面において、県のイニシアチブを期待する。

④ 今 後の状況に応 じた的確な対応

県は引き続き、国及び市町村等が実施する調査結果を注視するとともに、福島県の県民

健康管理調査、国際放射線防護委員会9等の情報や、新たな放射線の健康影響に対する知見

を監視 していくことが必要である。そして何らかの異常を検知 した際には、県による迅速

な対応がとれるよう、本会議としては、新たな知見の評価及び老、要な対策の提言等の協力

9国際放射線防護委員会 :International Commission on Radiological ProtectiOn(ICRP)
‐8‐



を今後 も惜 しまないものである。

5 おわりに

本会議は、科学的な評価に基づき、現時点では 「栃木県内は将来にわたって健康影響が懸

念されるような被ばく状況にない」と評価 し、また、県民の不安の軽減払拭のために今後と

られるべき県の対応について整理を行った。

この報告書が県民の放射線の健康影響に対する適切な理解の一助 となることを願 うととも

に、また、行政機関や住民がそれぞれの役割に応 じ、本会議の提言を踏まえた対応を実行す

ることにより、栃木県全体として適切に放射線と向き合う姿勢を整えられるよう期待する。



付録

表 1 「学校等の給食調査 (陰膳方式)Jにおける沢J定核種と測定結果 (第3回会議資料を一部改編)

測定核種 検出下限イ直以下 検出あ り 合計

カリウム 4 0 0 60 60

ヨウ素 131 60 0 60

セシウム 134 53 7 60

セシウム 137 55 5 60

(単位 :検体数)

表 2 「 学校等の給食調査 (陰膳方式)」における測定核種 ごとの測定値の分布 (第 3回 会議資料を

一
部改編)

カリウム 40:

給食 lkg当 たりの

濃度 (ベクレル/kg)
20未 満 20′～40ガモヤ商 40′～60ガ〔ヤ荷 60う(上 合計

検体教 0 35 24 60

※検出下限値 3.2～ 5。9以 下  ★ 最大検出結果 60ベ クレル/kg

ヨウ素 131:全 ての検体が検出下限値以下 (検出下限値は 0。37～1.5以下)

放射性セシウム :

※検出下限イ直 セ シウム 134 0。31～0.44以下、セシウム 137 0.40～0,49以下。

様最大検出結果 0.77ベ クレル/kg  ★★☆最大検出結果 0.63ベ クレル/kg

給食 lkg当 た りの濃度 (ベクレル/kg) 検出下限値以下 検出下限超～1未 満 合計

検体数
セシウム 134 53 7★求

60

セシウム 137 55 5★
十★

60
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対象者

測定を受けた者              | 辞退者

94 71 57 14 23

表 3 「 ホールボデ ィカウンターによる測定」の対象者内訳

表 4 「 ホールボデ ィカウンターによる測定」の測定結果 (第3回 会議資料を一部改編)

測定核種 検出限界値未満 検出限界値以上 合計

セシウム 134 71 0 71

セシウム 137 71 0 71

※検出限界値 セ シウム 134 270ベ クレル、セシウム 137 300ベ クレル

【参考 1】平成 23年 3月 12日から検査日前日まで毎日同量ずつ経口摂取 (日常的な摂取)し たと仮

定し、この量を 1年間摂取した場合、平成 24年 3月 10日及び 11日時点で次表の放射能量が体内に

存在すれば、預託実効線量が lmSvと なる。

検査 日時点の年齢 セシウム 134 セシウム 13 7

4歳 以上 8歳 未満 約 6,100 Bq 約 8,500 Bq

8歳 以上 13歳 未満 糸勺9,700  Bq 約 14,000 Bq

13歳 以 上 18歳 未満 糸匂14,000 Bq 糸勺23,000  Bq

成人 (18歳以 上) 糸匂17,000  Bq 糸勺27,000  Bq

‐
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表 5 「 個人線量計による幼保小中学生の被ばく線量測定」における市町別測定対象者の内訳

市町名 保育園 ・幼稚園 小学校 中学校 総 計 未返却数

佐野市 79 181 77 337 4

鹿沼市 38 89 28 155

日光市 61 212 91 364

大田原市 73 156 35 264 4

矢板市 78 155 57 290 0

那須塩原市 83 413 104 600 6

塩谷町 53 136 34 223

那須町 49 124 73 246 6

下野市 82 126 88 296 5

市貝町 75 145 59 279 7

総 計 671 1,737 646 3,054 45

練 返却理由 :破損、紛失、期間外の返却等

表 6 「 個人線量計による幼保小中学生の被ばく線量測定」における市町別累積線量 (2カ月間)

市町名
累積線量 (単位 :ミ リシーベル ト)

総計 (人)
0.1未 満 0。1 0。2 0。3 0.4

佐野市 337 337

鹿沼市 130 25 155

日光市 79 281 4 364

大田原市 37 217 9 264

矢板市 117 170 3 290

那須塩原市 5 333 224 35 3 600

塩谷町 102 ９
一 223

那須町 ワ

ヨ 159 80 5 246

下野市 296 296

市貝町 278 279

総 計
1,383 1,307 320 41 3 3,054

45。30/0 42.80/0 10.50/0 1.30/0 0 . 1 0 / 0 1000/0

※中央値 0.1ミ リシーベル ト

‐12‐



表 7 個 人線量計調査結果と空間線量率との関係

個人線量計調査結果
施設    2か 月間の積算線量実測値(msv)の分布(%)

く 0。1        0.1         0,2         0.3         0.4

No.1    100

No,2    100

No.3    100

No.4    100

No.5    99.3      0.7

No.6    100

No.7    100

No.8    100

No.9    100

No。 10    100

No,11   86,7      13.3

No.12   94.4      5,6

No.13   96.4      3.6

No.14   87.0      13.0

No.15    70.6      29.4

No.16   18.0      80.3      1,6

No.17   70,0      26.7      3.3

No.18   12.5      87.5

No.19    41.2      58.8

No.20    52.0      48.0

No.21   15.1     84.9

No.22   70.0      30.0

No.23    49,1       50.9

No.24    15。 9      83.5       0.6

No.25    38.2      61.8

No.26    32.9      66.5      0.6

No.27    17.1      77.1       5.7

No。28    5.9       88.2       5,9

No.29    44.0      52.0      4,0

No.30    21,1       77.2       1,3

No.31    32口 9      65.8

No.32    2.9       94.1       2,9

No.33    5,7      88.6      5,7

No.34             66,9      30.6      2.4

No.35             45.5      46.2      7Ⅲ 6       0口 8

No日36    0.4      60.2      33.6      5.3       0,4

No口37   81.1      18.9

No.38    8.0      76.0      16.0

No口39             35.1      54.1      10.8

No.40 57.6      33,3       6.1       3.0

No口41    2.7       79.5      16.4      1,4

No.42             53.3      40.4      5,8

No.43    100

No.44    100

No.45             36.7      61.2      2.0

2か月間の積算線量

推計値(msv)
空間線量率

(P Sv/h)

0.06 0.07

0.07 0.08

0.07 0.08

0.07 0.08

0.08

0.08 0,09

0,08 0.09

0.09 0.10

0.09 0.10

0。10 0.12

0.11 0.13

0.14 0.16

0.15 0.17

0.16 0,18

0,17 0.20

0.21 0。24

0.21 0.24

0.21 0。24

0.21 0。25

0。22 0.25

0.24 0.28

0。25 0.29

0.26 0。30

0.27 0.31

0.28 0。32

0.28 0.32

0.28 0。32

0,33 0。38

0。35 0.41

0.41 0。47

0。11    (0.24-0,45) 0.13  (0.28-0.52)

0.11    (0,14-0.48) 0.13  (0,16-0.55)

0日13    (0.28-0.48) 0。15  (0,32-0.56)

0.17    (0.19-OB43) 0。19  (0.22-0.43)

0。17    (0.25-0.70) 0.20   (0。29-0.81)

0.17    (0,29-0.58) 0。20   (0。34-0.67

0日18     (― 0.20     (ロ ー

0.13    (0.18-0.66) 0。21  (0。 21-0.76)

0.20    (0日 36-0,66) 0.23  (0.42-0口 76)

0.20    (0.29-0.58) 0.24  (0.34-0.67)

0.21    (0.19-0日 43) 0.24  (0,22-0日 43)

0.32    (0.25-OB70) 0.37  (0,29-0.31)

(0.09) ( 0。10

(0,09) 0.10

(0.19-0.43) (0.22-0日43)

1.4

※網掛けのある施設は表土除去済み。

※空間線量率は各市町が 3月 に測定した校庭、園庭等の値の平均。施設の測定値がない場合、あるい

は、表土除去済みの場合には地域内の空間線量率の範囲を括弧内 ( )に 示す。

※文部科学省が積算線量を推計する際に用いている 「屋外 8時 間、屋内 16時間、木造家屋の遮へい

。1 3‐



600/0」という仮定を利用し、2か 月間の積算線量推計値 (msv)を 次式により計算 した。

空間線量率 (μ Sv/h)×14.4(h/日)× 60(日 )/1000

※積算線量実測値は、個人線量計を携帯した 2か 月間に受けた総線量から自然放射線による線量とし

て 0.09mSv(2か 月分)を 引いた値。

(参考)平成 23年 3月 以前の栃木県保健環境センター (宇都宮市、地上 20m)で の空間線量率は 0.04

μ Sv/h前 後。

図 1 県 央部 にお ける空間線量率の推移 (平成 23年 3月 13日 か ら 6月 までを図示)

(μ Sv/h)

3 . l _ l

宇都宮大学農学部(宇都宮市、地上上Pl)

…………保健環境センター(宇都宮市、地上20rl)

保健環境センターXと

0,0  ‐

3月 上3日  3月 1/日 二月上0日  二 月2と日

※施設所在地 :栃木県保健環境センター (宇都宮市 ド岡本町)、宇都宮大学農学部 (宇都宮市峰町)

※ 「保健環境センター×2」:栃木県保健環境センターにおける空間線量率 (地上 lm)の 推定値。栃

木県保健環境センターの実測値は地上 20mで 測定されているため、宇都宮大学のデータを参考にこ

の実測値を2倍 し、高さの影響を補正した。

2.0

1.0

0,L
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図 2 県 北部における空間線量率の推移 (平成 23年 3月 13日 か ら6月 までを図示)

(μ Sv/h)                                         |

4 . 5

…………那須町役場(那須町)

国福大構内ロアスファルト(大田原市)

国福大構内日芝生(大田原市)

………那須町役場 X2.3

4月 24日   5月 8日  5月 22日   6月 5日

※施設所在地 :那須町役場 (那須町大字寺子丙)、国際医療福祉大学 (大田原市北金丸)

※ 「那須町役場 ×2.3」:地上 17mで 測定されていた期間 (平成 23年 3月 15日 ～5月 12日 )の 測定

値を地上 lmの 値に補正するため、5月 12日 ～13日 で連続するように那須町役場の値を 2.3倍した。

表 8 空 間線量率の月別平均 (単位 :ぃSv/h)と 事故後 1年 間の積算線量推計値

栃木県保健環境センター 那須町役場

実測 実測×2 実測    実 演J×2.3★ 国福大

H23.3

H23.4

H23.5～ 6

H23.7～ 8

H23.9～ 10

H23.11～ 12

H24.1～ 2

H24.3

0.15

0.07

0.06

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

0。3 1

0。1 4

0 . 1 2

0 . 1 1

0 . 1 1

0 . 1 1

0 . 1 1

0 . 1 0

0.73

0.21

0.35

0.33

0.29

0.27

0.25

0.23

1.67

0.49

0。35

0。33

0.29

0,27

0.25

0.23

1 . 1 8

0.48

0。36

0。33

0。29

0.27

0,25

0.23

積算線量 ①

積算線量 ②

0.54

0。32

1.08

0.65

2.72

1.63

3.37

2.02

3.12

1.87

★平成 23年 5月 12日 までは那須町役場の実測値×2.3倍の値、以降は実測値
練平成 23年 8月 31日 までは国際医療福祉大学構内 (芝生上)の 測定値、以降は那須町役場の実測値

積算線量① :平成 23年 3月 15日～平成 24年 3月 14日の 1年間の積算線量 (msv)

積算線量② :①と同期間で、屋外 8時 間、屋内 16時間、木造家屋 (遮へい 600/0)を仮定
。15B



【参考2】国連科学委員会2000年報告書より

会自然放窮環題を対する人日の観合t麟速科学袋員会 t000年瑠緒各十

転壌 縁

鶴やお嶺ぱくお掛霞1,お:す各(rl tょ3!

・ユふ

o さv 4

iS‐193

コ 品 f 魚
―

全伊二3 9

述 r 窓

3は39や

dきvAイ

4 8 ■認

出違■n

3,●争ミ滑

倒ぶV A

S O 6ヽ 鍛

め】S(RI

丁8 J 丁3 9

出さva
こ8本S革 3 0 モ辞

コ ぶ 寸 n

1 0

回占▼ュ

察7ど 7

中翻 【善奪

B手

マい一才タ

中 = l i

ユニ49C

1 138

e3醜

4248

4  S i C

I i4〒

1をン8

浅3-を ンA

宇ンマー々

ノ■ンうンド

1,卜r二 ″ 1槌 3

搬
鮒
激

滋
船
■

顕
直
猟

眼
脚
鮮

迎
Ｒ
‐４

鎖

正

指

帥

翌

贈

単

単

≡
，す

P3

1=う

努ヨ~0メ バ

｀ルギー

をランダ

:調

と盛3

a_3調

「TS

こ, S 脱
T01

抑
鎖

組
辞

脚 S

豪ヨー3,rヽ

デルガ',7

! ンヽガiター

ロ,ア

岳敏〕

さ,34ユ

幹 8

二,101

4653

ことB88

3 8Sl

532ニ

S 〒l i

せじけを
‐

1ふ努

i饉3

S 3 1 ニ

S眺ニ

133S

l,83

■3 1 =

8ヽこ貴

1311

i き3 1
388〒

638

3S｀

16Sふ

1忍4 班
　
　
轟

６‐
　
　
胡

lSS

I畳掘

有ヨーコ"モ

アltr rヽ二r

ィ,3,7

13

133

3858

畳1刀

131=S

全8TS

とき伊う

とう38$

I 算敗

調
描
粧

鉛

41T:

千丁tl

帥
応
増

Sじ

1 8ES

Sじ

3伊〕 lS8 ユ00

分声

寄卜"積 台

lT4,25ぼ

,39

181331

8 説

4〒1

3孫S

1 54ニ
時831

1

381S

3=SS

038r

1、島=C

僻駅〕3

母心S

む98=

田る

9じ01

1'Sl

, 3 眼

恥観争労

ほ織命確分

1丁キャiSS

033

轟 9賛

お6魯

3SSふ=|

1 韻

414ャi10

0■

4ヨ丁T6!

83T 3患SE

4dらも1,

t1383

4志ど、S守曹

9 曽館

439141

0曽93
489'4丁
0 9覇

収1 詢魯

l じ

16‐



放射線 による健康影響 に関す る有識者会議 委 員名簿

庄  長   鈴 木 元     国 際医療福祉大学クリニック院長

座長代行  香 山 不 二雄  自 治医科大学 医 学部 環 境予防医学講座 教 授

委  員   有 阪 治     獨 協医科大学 小 児科 教 授

委  員   棺   靖     獨 協医科大学 放 射線医学 教 授

委  員   菊 地 透     自 治医科大学 RIセ ンター 管 理主任者

委  員   児 玉 哲 郎   栃 木県立がんセンター 所 長

委  員   堀 口 逸 子   順 天堂大学 公 衆衛生学教室 助 教

(順不同 敬 称略)

会議 の経過

第 1回  平 成 23年 10月 29日 (土)

内容 :本 県の取組状況等について

今後の進め方 ・対応等の検討について

第 2回  平 成 23年 12月 23日 (金)

内容 :県 内市町における放射線対策の取組状況について

県内における放射線被ばく状況の評価について

広聴会の開催について

第 3回  平 成 24年 3月 20日 (火)

内容 :「県民の被ばく線量を把握するための調査」結果報告及び被ばく線量の中間評価に

ついて

中間とりまとめについて

第 4回  平 成 24年 6月 2日 (上)

内容 :栃木県の外部被ばくの状況について

栃木県における放射線による健康影響に関する評価及び提言について

シンポジウムの開催について
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